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ＣＤＳ清算業務に係る手数料に関する規則 

 

（目的） 

第１条 このＣＤＳ清算業務に係る手数料に関する規則（以下「本規則」という。）は、株

式会社日本証券クリアリング機構（以下「当社」という。）が制定したＣＤＳ清算業務に

関する業務方法書（以下「業務方法書」という。）第１６条の規定に基づき、当社がＣＤ

Ｓ清算業務について徴収する手数料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

２ 本規則において使用する用語は、本規則に別段の定めがある場合を除き、業務方法書に

おいて使用する用語の例による。 

 

（手数料の種類） 

第２条 業務方法書第１６条に規定する当社が定める手数料は、清算手数料、コンプレッシ

ョン手数料、アドホック・コンプレッション手数料、ポジション移管等手数料、クレジッ

トイベント決済手数料、コラテラル手数料及び取引報告手数料とする。 

 

（清算手数料） 

第３条 インデックスＣＤＳ取引に係る清算手数料は、次の各号に掲げる清算参加者の区

分に応じ当該各号に掲げる金額の合計額とする。 

（１） 業務方法書第７５条第１項の清算参加者（インデックスＣＤＳ取引に係る指定を

受けた者に限る。） 

成立した清算約定ごとに、想定元本１億円あたり７００円 

（２） 前号に掲げる清算参加者以外の清算参加者 

成立した清算約定ごとに、想定元本１億円あたり８００円 

２ 前項の金額の合計額が１か月あたり４，０００万円を超える場合における当該月の清

算手数料は４，０００万円とし、当該合計額が１か月あたり１０万円（当該月にＣＤＳ清

算資格を取得した清算参加者については、１０万円に当該月の全当社営業日の日数に占

める当該清算参加者がＣＤＳ清算資格を取得した日以降の当該月の当社営業日の日数の

割合を乗じて得た額とする。以下この項において同じ。）に満たない場合における当該月

の清算手数料は１０万円とする。 

３ 前項の規定は、業務方法書第７６条の規定により清算参加者が業務方法書第１６条の

手数料に加算して当社に支払う手数料については、適用しない。 

 

第３条の２ シングルネームＣＤＳ取引に係る清算手数料は、次の各号に掲げる清算参加

者の区分に応じ当該各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、清算約定の基となった適

格ＣＤＳ取引が当社によるシングルネームＣＤＳ取引に係る清算業務の開始前に成立し

たものである場合には、次の各号に掲げる清算参加者の区分にかかわらず、成立した清算

約定ごとに、想定元本１億円あたり２，４００円とする。 



ＣＤＳ３ 『ＣＤＳ清算業務に係る手数料に関する規則』 
 

 2 

（１） 業務方法書第７５条第１項の清算参加者（シングルネームＣＤＳ取引に係る指定

を受けた者に限る。） 

成立した清算約定ごとに、想定元本１億円あたり４，２００円 

（２） 前号に掲げる清算参加者以外の清算参加者 

成立した清算約定ごとに、想定元本１億円あたり４，８００円 

２ 前項の金額の合計額が１か月あたり４，０００万円を超える場合における当該月の清

算手数料は４，０００万円とし、当該合計額が１か月あたり１０万円（当該月にＣＤＳ清

算資格を取得した清算参加者については、１０万円に当該月の全当社営業日の日数に占

める当該清算参加者がＣＤＳ清算資格を取得した日以降の当該月の当社営業日の日数の

割合を乗じて得た額とする。以下この項において同じ。）に満たない場合における当該月

の清算手数料は１０万円とする。 

３ 前項の規定は、業務方法書第７６条の規定により清算参加者が業務方法書第１６条の

手数料に加算して当社に支払う手数料については、適用しない。 

 

（コンプレッション手数料） 

第４条 コンプレッション手数料は、業務方法書第５３条に規定するコンプレッションに

より終了した清算約定の組合せごとに、当社を売り手とする清算約定の想定元本の総額又

は当社を買い手とする清算約定の想定元本の総額のうち小さい方の額（双方同額の場合は

当該額。）に２を乗じた額１億円あたり６００円とする。 

 

（アドホック・コンプレッション手数料） 

第４条の２ アドホック・コンプレッション手数料は、業務方法書第５３条の２に規定する

アドホック・コンプレッションにより終了した清算約定の組合せごとに、当社を売り手と

する清算約定の想定元本の総額及び当社を買い手とする清算約定の想定元本の総額を合

計した額１億円あたり６００円とする。 

 

（ポジション移管等手数料） 

第４条の３ ポジション移管等手数料は、移管等（業務方法書第２条第１項第１号の２に規

定する移管、同項第１８号の２に規定する承継（同第９５条に規定する承継を除く。）及び

同第４０条から第４０条の４までに規定する引継ぎをいう。）が行われた清算約定又は清

算委託取引ごとに、想定元本１億円あたり６００円とする。 

 

（クレジットイベント決済手数料） 

第５条 インデックスＣＤＳ取引に係るクレジットイベント決済手数料は、クレジットイ

ベント決済の対象となる清算約定ごとに５００円とする。 

２ シングルネームＣＤＳ取引に係るクレジットイベント決済手数料は、クレジットイベ

ント決済の対象となる清算約定ごとに３，０００円とする。 
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（コラテラル手数料） 

第５条の２ コラテラル手数料は、清算参加者が当社にＣＤＳ清算基金、当初証拠金（清算

約定（委託分）に係るものを含む。）及び破綻時証拠金（以下本条においてこれらを併せ

て「清算基金等」という。）として預託している代用有価証券の管理に係る費用、ＣＤＳ

清算業務に関する業務方法書の取扱い第５２条の２第１項第１号ｂ及び同条第２項第１

号ｂに規定する信託業務を営む銀行への金銭信託（以下「金銭信託」という。）に係る費

用、その他清算基金等の管理に関して清算参加者の要望に応じたことにより当社が負担

した費用に相当する額とする。 

２ 各清算参加者のコラテラル手数料は、計算期日（３月、６月、９月及び１２月末日（当

該日が休業日（臨時休業日を除く。以下本項において同じ。）の場合には、その翌日（休

業日を除く。））をいう。以下本項において同じ。）の翌日から次の計算期日までの期間（以

下「計算期間」という。）ごとに当該各清算参加者について次の各号に掲げる費用を合計

した額とする。 

（１） 国債証券の管理に係る費用 次の算式により算出される額 

（各清算参加者が国債証券により当社に預託している清算基金等の額面金額の合計

額を、一の計算期間において平均した額）×（当該計算期間の日数）／３６５×０．５

０／１０，０００ 

（２） 米国財務省証券の管理に係る費用 次のａからｃまでに掲げる算式により算出

される額の合計額 

ａ （各清算参加者が米国財務省証券により当社に預託している清算基金等の額面金

額（当社が公示により定めるところにより円換算した額をいう。）の合計額を、一の

計算期間において平均した額）×（当該計算期間の日数）／３６５×０．５０／１０，

０００ 

ｂ 計算期間における各月において次の算式により算出される額の合計額 

（各月末日の経過時点において各清算参加者が米国財務省証券により当社に預託して

いる清算基金等の額面金額の時価（当社が公示により定めるところにより算出し、円

換算した額をいう。）の合計額）×（当該各月の日数）／３６５×１．０／１０，０

００ 

ｃ 次の算式により算出される額を当社が公示により定めるところにより円換算した

額 

２０米ドル×（各清算参加者が、清算基金等に関して、当該計算期間において当社に米

国財務省証券の預託又は返戻の指図を行った回数） 

（３） 金銭信託に係る費用（日本銀行の補完当座預金制度における当座預金への適用利

率に負数が含まれることにより、当社が当該適用利率に応じた信託報酬を負担する場

合に限る。） 計算期間における各日において次の算式により算出される額の合計額 

（当該日において各清算参加者が金銭により当社に預託している清算基金等の合計額

のうち、信託業務を営む銀行への金銭信託の方法で保管されている金額であって、Ｃ

ＤＳ清算業務に関する業務方法書の取扱い第５２条の３第３号及び第４号に定める
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方法により運用されているものの合計額）×１／３６５×（当該負数の絶対値） 

（４） 前３号に掲げる費用のほか、清算基金等の管理に関して清算参加者の要望に応じ

たことにより当社が負担した費用のうち、当該清算参加者の要望に係る額 

 

（取引報告手数料） 

第５条の３ 各月の取引情報蓄積機関報告約定（ＣＤＳ）に係る取引報告手数料は、次の算

式により算出される額とする。 

（取引情報蓄積機関報告清算約定（ＣＤＳ）の件数に応じた手数料相当額の総額として

当社が公示により定める金額）×（各清算参加者に係る取引情報蓄積機関報告清算約

定（ＣＤＳ）の残存件数として当社が公示により定める件数）/（取引情報蓄積機関報

告清算約定（ＣＤＳ）の総残存件数として当社が公示により定める件数） 

２ 各月のＳＤＲ報告清算約定（ＣＤＳ）に係る取引報告手数料は、次の算式により算出さ

れる額を当社が公示により定めるところにより円換算した金額とする。 

（ＳＤＲ報告清算約定（ＣＤＳ）の件数に応じた手数料相当額の総額として当社が公示

により定める金額）×（各清算参加者に係るＳＤＲ報告清算約定（ＣＤＳ）の残存件

数として当社が公示により定める件数）/（ＳＤＲ報告清算約定（ＣＤＳ）の総残存件

数として当社が公示により定める件数） 

３ 第１項の「取引情報蓄積機関報告清算約定（ＣＤＳ）」とは、清算約定のうち、取引情

報蓄積機関（金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号）第１５６条の６３第１項に規定

する取引情報蓄積機関をいう。）に対し、その当事者（清算約定（委託分）にあっては、

当該清算約定（委託分）に係る清算委託取引の当事者である清算委託者）、想定元本その

他の情報についての報告が行われたものをいう。 

４ 第２項の「ＳＤＲ報告清算約定（ＣＤＳ）」とは、清算約定のうち、Ｓｗａｐ Ｄａｔａ 

Ｒｅｐｏｓｉｔｏｒｙ（Ｕ．Ｓ．Ｃｏｍｍｏｄｉｔｙ Ｅｘｃｈａｎｇｅ Ａｃｔ Ｓｅｃ

ｔｉｏｎ １ａ（４８）に規定するＳｗａｐ Ｄａｔａ Ｒｅｐｏｓｉｔｏｒｙをいう。）に

対し、その当事者（清算約定（委託分）にあっては、当該清算約定（委託分）に係る清算

委託取引の当事者である清算委託者）、想定元本その他の情報についての報告が行われた

ものをいう。 

 

（手数料の支払時期等） 

第６条 清算参加者は、毎月分の清算手数料、コンプレッション手数料、アドホック・コ

ンプレッション手数料、ポジション移管等手数料及びクレジットイベント決済手数料

の合計額を、翌月２０日（同日が当社営業日でない場合には、翌当社営業日）までに、消

費税及び地方消費税相当額を加算して当社に支払うものとする。 

２ 清算参加者は、各計算期間において算出されるコラテラル手数料を、当該計算期間の末

日の属する月の翌々月（当該計算期間の末日が３月、６月、９月又は１２月の末日ではな

い場合には、当該計算期間の末日の属する月の翌月）２０日（同日が当社営業日でない場

合には、翌当社営業日）までに、消費税及び地方消費税相当額を加算して当社に支払うも
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のとする。 

３ 清算参加者は、毎月分の取引報告手数料を、翌々月２０日（同日が当社営業日でない場

合には、翌当社営業日）までに、消費税及び地方消費税相当額を加算して当社に支払うも

のとする。 

 

付  則 

本規則は、平成２３年７月１９日から施行する。 

 

付  則 

 この改正規定は、平成２４年７月２３日から施行する。 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成２６年２月２４日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 第５条の２第２項の規定にかかわらず、この改正規定施行後最初の計算期間は、施行日

から平成２６年３月３１日までの期間とする。 

 

付  則 

 この改正規定は、平成２６年１２月１５日から施行する。 

 

付  則 

 この改正規定は、平成２７年６月１５日から施行する。 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成２８年３月９日から施行する。 

２ この改正規定施行の日の前日までに当社が申入れを受けた任意解約に係る任意解約時

清算手数料（改正前の本規則第４条に規定する任意解約時清算手数料をいう。）の取扱いに

ついては、なお従前の例による。 

 

付  則 

 この改正規定は、平成２９年６月５日から施行する。 

 

付  則 

この改正規定は、平成２９年１１月１日から施行する。 

 

付  則 

この改正規定は、平成３０年４月６日から施行する。 

 

付  則 
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１ この改正規定は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 第５条の２第２項の規定にかかわらず、この改正規定施行前最後の計算期日は、この改

正規定施行の日の前日とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、清算約定に係る当社と清算参加者の間の決済を行うため

に必要な当社が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由に

より、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が認める場合には、平成３１年４

月１日以後の当社が定める日から施行する。 

 

付  則 

１ この改正規定は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 第５条の２第２項の規定にかかわらず、この改正規定施行前最後の計算期日は、この改

正規定施行の日の前日とする。 

 

付  則 

１ この改正規定は、令和７年１０月６日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、清算約定に係る当社と清算参加者の間の決済を行うために

必要な当社が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由によ

り、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が認める場合には、令和７年１０月

６日以後の当社が定める日から施行する。 

 


